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明 細 苫

部品内蔵某板及びその製造方法

技術分野

０００1 この発明は、絶縁屑にチップ部品を内藏した部品内藏某板及びその製造方法に関

し、詳しくは、チップ部品の外部電極と電極屑との接続の改良に関する。

背景技術

０００2 一般に、チップ部品は、内部電極と、内部電極を有する絶縁体と、絶縁体の両端に

形成された外部電極を備える。内部電極と外部電極とは、電気的に接続されている。

０００3 そして、このチップ部品を内藏した部品内藏某板において従来は、 個又は複数個

のチップ部品の外部電極をブリント某板、セラミック多層某板、樹脂多層某板等の配

線板の電極屑を構成するランドに半田付けし、この状態でチップ部品を樹脂屑に埋

設して部品内藏某板が製造される。

０００4 しかしながら、チップ部品を半田付けして製造すると、半田フィレソトが前記樹脂屑

内に残存する。そのため、この種の部品内藏某板を他の某板に半田リフロー等で実

装するょぅな場合、リフロー加熱にょり、前記樹脂屑内に残存していた半田が被化し

て半田フラッシュが発生するおそれがある。

０００5 また、チップ部品の外部電極を半田付けするためには、比較的大面積の複数個の

ランドを設ける必要があり、高密度配線の妨げになって部品内藏某板の小型化が図

られない。

０００6 そこで、この種の部品内藏某板を製造する場合、チップ部品を絶縁屑下面の電極

屑のランドに半田付けして接続する代わりに、チップ部品の外部電極をビア導体又

はスルーホール導体を通して絶縁屑上面の電極屑に直接接続することが考えられて

いる (例えば、特許文献 参照 )。

特許文献1:特開2００3 ０9373号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 前記特許文献 に記載されているょぅに外部電極 (端子電極 )に対してレーザを照



射してビア導体やスルーホール導体を形成すると、以下の問題が生じる。

０００8 すなわち、セラミックコンデンザ等の現在市場に流通しているチップ部品は、外部電

極がS や 等の金属ぺ一ストを塗布等して形成される。

０００9 この場合、部品内藏某板 ００は、図 ０に模式的に図示するように、例えばセラミッ

クコンデンザ等のチップ部品 ０ の左、右の外部電極 ０2a ０2bが、それぞれチッ

プ部品 ０ の端面を覆う端面部分 巳 と、端面部分 巳からチップ部品 ０ の絶縁体

０3の上、下及び左、右の側面に延出した縁状の延長部分 は とからなり、それらの表

面 (電極表面) は微視的には平坦ではなく湾曲している。

００1０ そのため、上面側の延長部分 ぽ の上方からレーザを照射し、外部電極 ０2a ０2

bそれぞれにつながる穴 ０4aを形成すると、前記湾曲に起因したレーザの乱反射に

より、穴 ０4aはレーザ光源に近い表面側 (開口側) の口径が広がる。

００11 したがって、形成されるビア導体 ０4は、ストレート性が損なわれて表面側 (開口側

) が広い円錐台形状になる可能性がある。なお、ビア導体 ０4は、穴 ０4aに導電，性

ぺ一ストを充填してなる。穴 ０4aにめっきを成長させた場合や、穴 ０4aの内壁にめ

っき膜を形成した後、その内部の中空部に非導電性ぺ一ストを充填した場合も含む

００12 そして、外部電極 ０2a ０2b側 (先端側)で径小にならないようにするため、穴 ０

4aは、表面側の口径をある程度大きくして形成する必要がある。

００13 その結果、ビア導体 ０4の間隔等で定まる部品内藏某板 ００の導電屑を狭ピッチ
ィヒすることができず部品内藏某板の小型ィヒが阻苦される問題がある。また、前記湾

曲に起因して、穴 ０4aを形成したときに外部電極 ０2a ０2bとチップ部品 ０ が

埋設される樹脂屑 ０5との界面に隙間が生じ易く、ビア導体 ０4を形成する際に、前

記隙間に導電性ぺ一ストやめっぎ液が浸透する問題もある。

００14 そして、それらの問題は、セラミックコンデンザ以外の種々のチップ部品を内藏する

場合にも同様に生じる。また、ビア導体 ０4に代えてスルーホール導体を形成する場

合にも同様に生じる。なお、スルーホール導体は、穴 ０4aの内壁にめっきを施して

なり、中空の状態である。

００15 本発明は、部品内藏某板の絶縁屑に埋設されたチップ部品の外部電極を絶縁屑



上の電極屑に接続するビア導体やスルーホール導体のストレート性を高くすることを

目的とし、また、そのよぅな部品内藏某板の製造方法を提供することも目的とする。

課題を解決するための手段

００16 上記した目的を達成するために、本発明の部品内藏某板は、チップ部品と、該チッ

プ部品が埋設された絶縁屑と、該絶縁屑上の電極屑とを有し、前記チップ部品と前

記電極屑とが前記絶縁屑に形成されたビア導体又はスルーホール導体によって電

気的に接続された部品内藏某板であって、前記チップ部品は、内部電極を有する絶

縁体と、該絶縁体の両端に形成され、前記内部電極と接続された外部電極とを備え

、前記外部電極は前記絶縁体の端面を覆ぅ端面部分と、該端面部分から前記絶縁

体の側面に延出した縁状の延長部分とからなり、前記延長部分は、少なくとも前記ビ

ア導体又はスルーホール導体の形成位置において平坦ィヒされていることを特徴とし

ている (請求項 )

００17 そして、前記延長部分の平坦ィヒされた面は、平面研磨によって形成されていること

が実用的で好ま 、(請求項2

００18 また、前記平坦ィヒされた面は、表面粗さの指標 zにおいて、oく zく5 は を満た

すことが、具体的で好ま 、(請求項3)

００19 さらに、ビア導体やスルーホール導体のストレート性を一屑高めるため、少なくとも

前記平坦ィヒされた面を含む前記外部電極の表面には、銅 は銀或いはそれらの合

金めっきが施されていることが、一屑好ま 、(請求項4

００2０ つぎに、本発明の部品内藏某板の製造方法は、内部電極を有する絶縁体と、該絶

縁体の両端に形成され、前記内部電極と接続された外部電極とを備え、前記外部電

極が前記絶縁体の端面を覆ぅ端面部分と、該端面部分から前記絶縁体の側面に延

出した縁状の延長部分とからなるチップ部品を用意し、前記延長部分のぅち少なくと

も一部を平坦化する第一の工程と、前記チップ部品を配線板上に固定する第二のエ

程と、前記外部電極が平坦ィヒされた前記チップ部品を絶縁屑に埋設する第三のエ

程と、前記外部電極の平坦ィヒされた面を底面として、前記絶縁屑にビア導体または

スルーホール導体を形成する第四の工程と、前記絶縁屑上に、前記ビア導体または

スルーホール導体に電気的に接続される電極屑を形成する第五の工程と、を備えた



ことを特徴としている (請求項5)

００2 1 また、本発明の部品内藏某板の製造方法は、内部電極を有する絶縁体と、該絶縁

体の両端に形成され、前記内部電極と接続された外部電極とを有し、前記外部電極

が前記絶縁体の端面を覆ぅ端面部分と、該端面部分から前記絶縁体の側面に延出

した縁状の延長部分とからなるチップ部品を用意する工程を、第一の工程として備え

るとともに、前記チップ部品を配線板上に固定する第二の工程と、前記外部電極が

平坦ィヒされた前記チップ部品を絶縁屑に埋設する第三の工程と、前記外部電極の

平坦ィヒされた面を底面として、前記絶縁屑にビア導体またはスルーホール導体を形

成する第四の工程と、前記絶縁屑上に、前記ビア導体またはスルーホール導体に電

気的に接続される電極屑を形成する第五の工程とを備え、

前記第二の工程により、用意した前記チップ部品を配線板上に固定して前記延長部

分のぅち少なくとも一部を平坦化することを特徴としている (請求項6)

００22 そして、前記平坦化は、平面研磨によってなされることが実用的で好ま 、(請求項

7)

００23 また、ビア導体やスルーホール導体のストレート性を一屑高めるため、前記第三の

工程の前に、少なくとも前記平坦ィヒされた面を含む前記外部電極に、銅又は銀或い

はそれらの合金のめっきを施す工程をさらに備えることが好ま 、(請求項8)

発明の効果

００24 請求項 の発明によれば、絶縁屑に埋設されたチップ部品は、内部電極を有する

絶縁体の両端に形成された外部電極につき、上面側の延長部分の少なくともビア導

体又はスルーホール導体の形成位置の部分が平坦ィヒされて表面 (電極表面) の湾

曲が解消する。

００25 そのため、前記樹脂屑の上方からレーザ照射を照射した際、前記湾曲に起因して

レーザが乱反射することはない。したがって、チップ部品を絶縁屑上面の電極屑に接

続するためのビア導体又はスルーホール導体は、絶縁屑の上面の口径が広がらず、

ストレート性が高い円柱状になる。

００26 そのため、チップ部品と電極屑とを接続するビア導体やスルーホール導体のストレ

ート性が高い部品内藏某板を提供することができる。



００27 この場合、ビア導体又はスルーホール導体の間隔等で定まる電極屑の狭ピッチ化

を図ることができる。また、外部電極と樹脂屑との界面に隙間が生じることはなく、ビア

導体又はスルーホール導体を形成する際に導電性ぺ一ストやめっき液が前記隙間

に浸透する事態も生じない。

００28 請求項2の発明によれば、前記延長部分の平坦化を、実用的で容易な平面研磨に

よって実現し、請求項 の発明の効果を奏する部品内藏某板を提供することができる

００29 請求項3の発明によれば、請求項 の発明の効果を奏する具体的な前記延長部分

の平坦化の構成を提供することができる。

００3０ 請求項4の発明によれば、外部電極の平坦ィヒされた面が、銅又は銀或いはそれら

の合金のめっきにより極めて平坦な鏡面になり、前記ビア導体やスルーホール導体

のストレート性が一屑向上し、前記絶縁屑上の電極屑を更に一屑、狭ピッチ化するこ

とができる。

００3 1 請求項5の発明によれば、第一の工程により、チップ部品の外部電極の延長部分

が平坦ィヒされ、第二の工程により配線板上にチップ部品が固定される。

００32 そして、第三の工程により、前記平坦化が施されたチップ部品が絶縁屑に埋設され

た後、第四の工程により、絶縁屑内において、前記外部電極の平坦ィヒされた面を底

面としてレーザにより穴が形成され、この穴にめっきや導電性ぺ一スト等による導電

屑を形成して前記延長部分に電気的に接続したビア導体またはスルーホール導体

が形成される。

００33 このとき、外部電極の上面側の前記延長部分が平坦ィヒされているので、前記樹脂

屑の上方からのレーザ照射により、前記湾曲に起因したレーザの乱反射なく、円柱

状の穴を形成することができる。さらに、この穴にめっきや導電性ぺ一スト等による導

電屑を形成して得られるビア導体又はスルーホール導体は、絶縁屑の上面側で広が

らず、ストレート性が高い円柱形状になる。

００34 そして、第五の工程により、前記ビア導体又は前記スルーホール導体が前記絶縁

屑上の配線パターに接続されて部品内藏某板が製造される。

００35 この場合、前記ビア導体又はスルーホール導体の間隔等で定まる電極屑の一屑の



狭ピッチ化等を図って部品内藏某板を製造することができる。また、ビア導体又はス

ルーホール導体のストレート，性が高く、製造された外部電極と 釘脂屑との界面に隙間

が生じることはない。したがって、ビア導体又はスルーホール導体を形成する際に導

電性ぺ一ストやめっき抜が前記隙間に浸透する事態も生じることもない。

００36 請求項6の発明によれば、第一の工程により平坦化前のチップ部品を用意し、第二

の工程によりチップ部品を配線板上に固定して外部電極の延長部分を平坦化し、そ

の後、前記第三乃至第五の工程の処理を施して部品内藏某板を製造することができ

る。そして、この場合も、請求項5の発明の場合と同様の効果を奏する。

００37 請求項7の発明によれば、前記平坦化を、実用的な平面研磨によって容易に施す

ことができる。

００38 請求項8の発明によれば、第一の工程によりチップ部品の外部電極の前記延長部

分が平坦化された後、前記第三の工程によって絶縁屑に埋設する前に、外部電極

の平坦化された面が、銅 は銀或いはそれらの合金のめっきにより極めて平坦な鏡

面に加工される。この加工により、前記のビア導体やスルーホール導体のストレート

性を一屑向上させることができ、一屑の導電屑の狭ピッチ化等を図って部品内藏某

板を製造することができる。

図面の簡単な説明

００39 図 一実施形態の部品内藏某板の一部の断面図である。

図2 図 のチップ部品の説明図である。

図3 図 の部品内藏某板の製造の工程 の説明図である。

図4 図 の部品内藏某板の製造の工程 の説明図である。

図5 図 の部品内藏某板の製造の工程cの説明図である。

図6 図 の部品内藏某板の製造の工程 の説明図である。

図7 図 の部品内藏某板の製造の工程 の説明図である。

図8 他の実施形態の部品内藏某板の一部の断面図である。

図9 図8の部品内藏某板の製造の一部の工程の説明図である。

図1０従来例のビア導体の説明図である。

符号の説明



００4０ 部品内藏某板

2 絶縁屑

3 チップ部品

4a 4b 外部電極

4 端面部分

4 2 延長部分

5 ビア導体

6 電極屑

めっき屑

発明を実施するための最良の形態

００4 1 つぎに、本発明をより詳細に説明するため、その実施形態について、図 ～図9に

したがって詳述する。

００42 (一実施形態 )

まず、請求項 R GG に対応する一実施形態について、図 ～図8を参照

して説明する。

００43 図 は本実施形態の部品内藏某板 の一部の断面図、図2はそのチップ部品の

説明図、図3～図7は部品内藏某板 の製造工程の説明図である。なお、各図に

おいては、見易くするため、適宜断面を示すハッチングを省略している。

００44 部品内藏某板 の構成」

図 に示す本実施形態の部品内藏某板 は、樹脂からなる絶縁屑2に 個又は複

数個のチップ部品3を埋設し、各チップ部品3の左、右の両端面に形成された外部電

極4a 4bを、ビア導体 5 ( はスルーホール導体 )を通して絶縁屑2上の電極屑6に

電気的に接続した構成である。

００45 そして、チップ部品3は配線板 7上に背い非導電性接着シート8を介して配設され、

本実施形態の場合、この状態でチップ部品3が絶縁屑2に埋設されている。

００46 なお、非導電性接着シート8は配線板 7への位置固定の機能を果たすものである。

また、配線板 7は、例えばブリント某板、セラミック某板および樹脂某板とこれらの多層

某板、 S等の伝写板等からなる。また、配線板 7及び非導電性接着シート8は、不



要になる場合には、製造後等に除去される。

００47 また、部品内藏某板 と、従来の半田付け接続の部品内藏某板と比較すると、半

田付け接続の場合は、前記配線板 7及び非導電性接着シート8の位置に、ランドが

設けられる。このランド上にチップ部品3が配設され、外部電極4a 4bが各ランドに

半田付けされて電気的に接続される。ランドの有無等の点で、部品内藏某板 は外

見上も従来の半田付け接続の部品内藏某板と全く典なる。

００48 つぎに、チップ部品。3の構成を、図2を参照して説明すると、チップ部品。3は、例え

ば積層セラミックコンデンザの場合、セラミックからなる絶縁体9内に、左、右端から中

央に突出して重合した対の平板状内部電極 ０a ０bが形成されている。また、絶縁

体9の外側において、左、右の端面に、銀等の金属ぺ一ストで形成された外部電極4

a、4bが取り付けられている。そして、各平板状内部電極 ０aは外部電極4aに接続さ

れ、各平板状内部電極 ０bは外部電極4bに接続されている。

００49 外部電極4a 4bは、詳しくは、絶縁体9の端面を覆ぅ端面部分4 と、該端面部分4

から絶縁体9の上、下及び左、右の側面に延出した縁状の延長部分4 2とからなり、

上面側の延長部分4 2は、少なくともビア導体 5の形成位置42a が平坦化されている。

００5０ その結果、ビア導体 5の形成位置42a を底面とする絶縁屑2の左、右のビア導体 5

は円柱状に形成され、図 ０の従来のビア導体 ０4のよぅに円錐台形状に広がらない

００5 1 したがって、絶縁屑2に埋設されたチップ部品3の外部電極4a 4bを、従来の半田

付けではなく、絶縁屑2内に形成したビア導体 5を通して絶縁屑2上の電極屑6に直

接接続する構成であって、ビア導体 5が絶縁屑2の表面側で広がらず、ビア導体 5の

ストレート性を高くした部品内藏某板 を提供することができる。

００5 2 この場合、ビア導体 5のストレート性が高いため、ビア導体 5の間隔等で定まる電極

屑6の狭ピッチ化を図り、部品内藏某板 を極めて小型化することができる。

００5 3 また、ビア導体 5の形成位置の部分42a が平坦化されているため、外部電極4a 4b

と樹脂屑2との界面に、上記の湾曲に起因した隙間が生じることがなく、この隙間にビ

ア導体 5の導電性ぺ一ストやめっき液が浸透することもない。

００54 ところで、シミュレーションや実験等により、外部電極4a 4bの平坦化した面の十点、



表面粗さの指標 zが、 く zく5 は であることが好ま 亡とが判明した。なお、平

坦化する面積はビア導体 5の径等に依存し、例えばチップ部品3が 「０6０3ザイズ」と

呼ばれる0・ ０ 3 X ０ 3 の積層セラミックコンデンザの場合には、ビア導体 5

の径が ００は 程度になり、ビア導体 5の位置ずれも考慮すると、平坦化する面積は

００ 2０は 程度であることが好ましい。

００5 5 そして、ビア導体 5の形成位置42a の平坦化は、種々の研磨によって実現すること

ができるが、簡単には、周知の平面研磨によって実現することが容易で好ましい。

００56 製造方法」

つぎに、部品内藏某板 の製造方法を、請求項6に記載の工程順の場合につい

て、図 及び図3～図7を参照して説明する。

００5 7 図3、図4は本発明の第二の工程の説明用の断面図であり、図3はチップ部品を配

線板に固定する工程 の説明用の断面図、図4は木平坦化の工程 の説明用の断

面図である。 図5は工程C (本発明の第三の工程 ) の説明用の断面図、図6は工程

(本発明の第四の工程 ) の説明図であり、(a) はビア導体の穴が形成された状態の

断面図、(b) はビア導体が形成された状態の断面図である。図7は工程 (本発明の

第五の工程 ) の説明用の断面図である。

００58 まず、外部電極4a 4bの平坦化を施す前のチップ部品3を用意し(本発明の第一

の工程 ) 、図3の工程 により、表面に非導電性接着シート8を敷設した配線板 7上に

、用意したチップ部品3を配設し、非導電性接着シート8によりチップ部品3を配線板

7上に固定して支持する。

００59 なお、配線板 7は表面にチップ部品3の位置調整用マークが形成されたガラスエポ

キシ樹脂某板等からなる。また、チップ部品3は例えば前記した「０6０3ザイズ」の積

層セラミックコンデンザであり、例えば表面実装部品 (S )の実装マウンタにより、

配線板 7の前記各マークの位置に自動的に配設される。また、非導電性接着シート8

は例えば非導電性接着剤を全面スクリーン印刷により配線板 7に予め塗布して敷設

される。

００6０ つぎに、図3の状態で例えば 5 6０秒の乾燥加熱を施した後、非導電性接着

シート8を介して配線板 7上に固定したチップ部品3につき、図4の工程 により、左、



右の外部電極4a 4bの上面側の延長部分4 2の少なくともビア導体 5の形成位置4 2

aを平坦化する。

００6 1 具体的には、平面研磨機を用いて外部電極4a 4bの延長部分4 2のぅち、ビア導

体 5の形成位置42a を、 く ，く5 は となるよぅに平面研磨して平坦化する。これに

よって、後述のレーザ照射の乱反射を抑制する。なお、平面研磨機での研磨でも実

用的な精度で平坦化を施すことができるが、その後、外部電極4a 4bの前記形成位

置42a の平坦化した表面を、さらに墓板研磨機により馬布研磨して一屑平坦化する

ことが、レーザ照射の乱反射をより一屑抑制する上から好ま 、。

００62 つぎに、図5の工程Cにより、前記平坦化が施されたチップ部品。3を絶縁屑2に埋設

する。具体的には、例えば真空弾性体ブレスにより、樹脂シートでチップ部品3が配

設された配線板 7の表面側を一様にラミネートし、配線板 7上の全てのチップ部品3を

一様な厚みの絶縁屑2に埋設する。絶縁屑2は熱硬化性樹脂により形成されている

ことが好ましく、加熱によって硬ィヒされる。

００63 つぎに、図6の工程 により、つぎに説明する周知の穴加工を施して、絶縁屑2内に

、外部電極4a 4bの前記形成位置42a (延長部分4 2のぅち平坦ィヒされた部分) に電

気的に接続された上下方向のビア導体 5を形成する。

００64 まず、図6 (a) の矢印線に示すレーザを、絶縁屑2の上方からチップ部品3の外部

電極4a 4bのビア導体 5の前記形成位置42a に照射し、上下方向の穴 5 を形成す

る。このとき、外部電極4a 4bの前記形成位置42a が平坦ィヒされているので、従来の

湾曲に起因したレーザの乱反射がなく、円柱状の穴 5 を形成することができる。なお

、前記レーザは、具体的には、炭酸ガス ( )レーザである。

００65 さらに、図6 (b) に示すよぅに、前記円柱状の穴 5 にめっきや導電性ぺ一ストを充填

して前記形成位置42a に電気的に接続した上下方向のビア導体 5を形成する。なお

、ビア導体 5に替えて、穴 5 の内壁にめっき膜を形成してスルーホール導体を形成

することも可能である。

００66 なお、チップ部品。3が 「０6０3ザイズ」の積層セラミックコンデンザの場合には、前記

したようにビア導体 5の径 は 程度であり、ビア導体 5の位置ずれも考慮すると

、平坦化する前記形成位置42a の面積は ００ｱ 2０は 程度であることが好ま 、。



００67 つぎに、図7の工程 により、絶縁屑2上に、ビア導体 5に電気的に接続される電極

屑6を設け、部品内藏某板 を製造する。電極屑6は絶縁屑2上にめっきを施す等

、周知の方法によって形成することができる。また、予め銅箔が貼付された絶縁屑2を

用い、銅箔をェッチング等により加工することによって電極屑6を形成してもよい。

００68 以上の実施形態の場合、チップ部品3の左、右の外部電極4a 4bにつき、上面側

の延長部分4 2のぅち少なくともビア導体 5の形成位置42a が平坦ィヒされて表面 (電極

表面) の湾曲が解消される。そして、ビア導体 5をストレート性が高い円柱状に形成す

ることができる。そのため、チップ部品3と電極屑6とを接続するビア導体 5のストレート

性が高い部品内藏某板 を提供することができる。

００69 この場合、ビア導体 5の間隔等で定まる電極屑6の狭ピッチ化等を図って部品内藏

某板 を一屑小型化することができる。また、外部電極4a 4bと樹脂屑2との界面

に隙間が生じることがなく、ビア導体 5を形成する際の導電性ぺ一ストやめっき抜等

が前記隙間に浸透する事態も生じない。

００7０ また、前記延長部分4 2の平坦化を、実用的で容易な平面研磨によって実現するこ

とができる。さらに、前記延長部分4 2の平坦化を、 く ，く5 は にする具体的な構

成で実現することができる利点もある。

００7 1 ところで、上記実施形態においては、配線板 7上でチップ部品3の外部電極4a 4b

を研磨して平坦化し、さらに、配線板 7及びチップ部品3を絶縁屑2により埋設する請

求項6の工程順で製造する方法を記載した。しかし、請求項5の工程順で製造しても

よく、この場合は、第一の工程により、用意したチップ部品3の外部電極4a 4bを配

線板 7とは典なる板上で予め研磨して平坦化し、第二の工程により、研磨後のチップ

部品3を配線板 7上に非導電性接着シート8を介して固定し、第三の工程 ( 程C) に

より、配線板 7及びチップ部品3を絶縁屑2により埋設し、その後、第四、第五の工程 (

工程 、 )を施して部品内藏某板 が製造される。

００72 (他の実施形態 )

つぎに、請求項4、8に対応する他の実施形態について、図8、図9を参照して説明

する。

００73 図8は本実施形態の部品内藏某板 の一部の断面図、図9は部品内藏某板



の一部の製造工程の説明図である。なお、それらの図面において、図 ～図7と同一

符号は同一若しくは相当するものを示す。

００74 部品内藏某板 の構成」

本実施形態の部品内藏某板 が前記実施形態の部品内藏某板 と典なる点は

、図8に示すように、チップ部品3の外部電極4a 4bにおいて、上面側の延長部分4

2のうち平坦ィヒされたビア導体 5の形成位置42a の表面が、銅 (C )又は銀 ( )或

いはそれらの合金のめっき屑 により極めて平坦な鏡面に形成されている点である

００75 このようにすると、外部電極4a 4bの前記形成位置42a が厚膜であって、平坦ィヒし

た表面がポーラスでレーザ反射を吸収等して妨げるような場合にも、めっき屑 の平

坦な鏡面によりレーザ反射の特性を改苦する。これによって、ビア導体 5のストレート

性が一屑向上し、絶縁屑2上の電極屑6が更に一屑、狭ピッチ化される。

００76 製造方法」

つぎに、部品内藏某板 の製造方法について、図9を参照して説明する。

００77 部品内藏某板 を製造する場合は、図9 (a) に示す上述の工程 と同図 (c) に示

す上述の工程Cの間に、同図 (b) に示すめっき工程を迫加する。

００78 そして、工程 により、例えば平面研磨によってチップ部品3の左、右の外部電極4

a、4bの上面側の延長部分4 2の少なくともビア導体 5の形成位置42a を平坦ィヒすると

、工程Cによってチップ部品3を絶縁屑2に埋設する前に、前記のめっき工程により、

例えば周知の無電解C めっき処理等を行なって、前記形成位置42a の表面にめっ
き屑 を形成し、乾燥後に前記工程Cに移行する。

００79 したがって、本実施形態の場合は、製造された部品内藏某板 のビア導体 5のスト

レート性を一屑向上することができ、部品内藏某板 を一屑高密度に配線して小型

ィヒすることができる。

００8０ そして、本発明は上記した両実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱

しない限りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行なうことが可能であり、例え

ば、ビア導体 5に代えてスルーホール導体を形成する場合にも同様に適用することが

できる。なお、ビア導体 5やスルーホール導体の構造等はどのようであってもよい。



００8 1 また、チップ部品3の種類や寸法等はどのようであってもよく、絶縁屑2やビア導体 5

、電極屑6等の寸法や素材がどのようであってもよい。

００82 さらに、本発明の部品内藏某板の製造方法は、少なくとも前記工程 から工程 を

含むものであればよく、それらの工程の前後、途中に他の工程を含むものであっても

よく、工程の手順が典なっていてもよい。

産業上の利用可能性

００83 本発明は、種々の部品内藏某板及びその製造方法に適用することができる。



請求の範囲

チップ部品と、該チップ部品が埋設された絶縁屑と、該絶縁屑上の電極屑とを有し

、前記チップ部品と前記電極屑とが前記絶縁屑に形成されたビア導体又はスルーホ

ール導体によって電気的に接続された部品内藏某板であって、

前記チップ部品は、内部電極を有する絶縁体と、該絶縁体の両端に形成され、前

記内部電極と接続された外部電極とを備え、

前記外部電極は前記絶縁体の端面を覆ぅ端面部分と、該端面部分から前記絶縁

体の側面に延出した縁状の延長部分とからなり、

前記延長部分は、少なくとも前記ビア導体又はスルーホール導体の形成位置にお

いて平坦ィヒされていることを特徴とする部品内藏某板。

2 請求項 に記載の部品内藏某板において、

前記延長部分の平坦ィヒされた面は、平面研磨によって形成されていることを特徴と

する部品内藏某板。

3 請求項 又は2に記載の部品内藏某板において、

前記平坦ィヒされた面は、表面粗さの指標 zにおいて、 く zく5 は を満たすこと

を特徴とする部品内藏某板。

4 請求項 ～3のいずれか一項に記載の部品内藏某板において、

少なくとも前記平坦ィヒされた面を含む前記外部電極の表面には、銅 は銀或いは

それらの合金めっきが施されていることを特徴とする部品内藏某板。

5 内部電極を有する絶縁体と、該絶縁体の両端に形成され、前記内部電極と接続さ

れた外部電極とを備え、前記外部電極が前記絶縁体の端面を覆ぅ端面部分と、該端

面部分から前記絶縁体の側面に延出した縁状の延長部分とからなるチップ部品を用

意し、前記延長部分のぅち少なくとも一部を平坦化する第一の工程と、

前記チップ部品を配線板上に固定する第二の工程と、

前記外部電極が平坦ィヒされた前記チップ部品を絶縁屑に埋設する第三の工程と、

前記外部電極の平坦ィヒされた面を底面として、前記絶縁屑にビア導体またはスル

ーホール導体を形成する第四の工程と、

前記絶縁屑上に、前記ビア導体またはスルーホール導体に電気的に接続される電



極屑を形成する第五の工程と、を備えたことを特徴とする部品内藏某板の製造方法

6 内部電極を有する絶縁体と、該絶縁体の両端に形成され、前記内部電極と接続さ

れた外部電極とを有し、前記外部電極が前記絶縁体の端面を覆ぅ端面部分と、該端

面部分から前記絶縁体の側面に延出した縁状の延長部分とからなるチップ部品を用

意する工程を、第一の工程として備えるとともに、

前記チップ部品を配線板上に固定する第二の工程と、

前記外部電極が平坦ィヒされた前記チップ部品を絶縁屑に埋設する第三の工程と、

前記外部電極の平坦ィヒされた面を底面として、前記絶縁屑にビア導体またはスル

ーホール導体を形成する第四の工程と、

前記絶縁屑上に、前記ビア導体またはスルーホール導体に電気的に接続される電

極屑を形成する第五の工程とを備え、

前記第二の工程により、用意した前記チップ部品を配線板上に固定して前記延長

部分のぅち少なくとも一部を平坦化することを特徴とする部品内藏某板の製造方法。

7 請求項5 は6に記載の部品内藏某板の製造方法において、

前記平坦化は、平面研磨によってなされることを特徴とする部品内藏某板の製造

方法。

8 請求項5～7のいずれか一項に記載の部品内藏某板の製造方法において、

前記第三の工程の前に、少なくとも前記平坦ィヒされた面を含む前記外部電極に、

銅 は銀或いはそれらの合金のめっきを施す工程をさらに備えたことを特徴とする部

品内藏某板の製造方法。

















INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/059165
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H05K3 / 4 6 (2 006 . 0 1 ) i

According to International Patent Classi cation (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H 0 5K3 / 4 6

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X JP 2002-100875 A (Ibiden Co. Ltd. ), 1 , 4
Y 05 April, 2002 (05.04.02), 2 , 3

Par. Nos. [0076] to [0078]
Sc JP 2002-100870 A Sc J P 2002-100871 A
Sc JP 2002-100872 A Sc J P 2002-100873 A

JP 2002-100874 A Sc J P 2002-118365 A
Sc JP 2002-118366 A Sc J P 2002-118367 A
Sc US 6724638 Bl Sc U S 2004/160751 Al
Sc US 6876554 Bl Sc U S 2005/157478 Al
Sc EP 1137332 Al Sc E P 1139705 Al
Sc EP 1744606 A2 Sc E P 1771050 Al

WO 01/019148 Al Sc WO 01/019149 Al
Sc DE 60031948 T Sc DE 60031949 T
Sc TW 499823 B Sc CN 1321410 A
Sc CN 1321411 A

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categoπes of cited documents: "T" later document published after the international filing date or pπoπty
"A" document defining the general state of the art which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

be of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone

cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P" document published pπor to the international filing date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
0 1 August , 2 0 0 8 ( 0 1 . 0 8 . 0 8 ) 1 2 August , 2008 ( 1 2 . 0 8 . 0 8 )

Name and mailing address of the ISA/ A thonzed officer
Japanese Patent Office

Facsimile No. Telephone No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2007)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/059165

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

JP 2003-282332 A ( urata Mfg. Co., Ltd. 2,3
03 October, 2003 (03 .10.03) ,
Par. No. [0056]
(Family: none)

JP 8-144083 A (Taiyo Yuden Co . , Ltd . 2 , 3
04 June, 1996 (04 . 0 6 . 9 6 ) ,
(Family: none)

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2007)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/059165

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. CIa，ms N。s・:
because they are dependent claims and are not 打a丘ed in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This nternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
The matter common to the inventions of claims 1-8 is a board with a built-in

component which comprises a chip component, an insulating layer in which
the chip component is embedded, and electrode layers formed on the insulating
layer and in which the chip component and the electrode layers are electrically
connected respectively through via conductors or through-hole conductors
formed in the insulating layer, wherein the chip component is composed of
an insulator having internal electrodes and external electrodes formed on
both ends of the insulator and connected to the respective internal electrodes,
the external electrodes are each composed of an end surface portion covering
the corresponding end surface (Continued to the extra sheet.)

l . I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

I I As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

I x I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is

restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1 - 4

Remark on Protest | | 1 t onal search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid withm the time limit specified in the invitation.

No rotest accom anied the av ent of additional search fees.
Form PCT/ISA/210 (contmua on of first sheet (2)) (April 2007)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/059165

Continuation of Box No. Ill of continuation of first sheet (2)

of the insulator and a flange-like extended portion extending from the
end surface port ion to the side surface of the insulator, and each extended
portion is flattened at least in the position where the via conductor
orthrough-hole conductor is formed (commonmatter) . However, the search
has revealed that the common matter is not novel since it is disclosed
in JP 2002-100875 A . In consequence, since the common matter makes
no contribution over the prior art, it cannot be a special technical
feature within the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence.

Therefore, there is no matter common to all the inventions of claims
1-8 . Since there exists no other common matter which can be considered
as a special technical feature within the meaning of PCT Rule 13.2,
second sentence, no technical relationship between these different
inventions within the meaning of PCT Rule 13 can be seen.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (April 2007)



国際調査報告 国際出願番号 ノ ノ

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I P C) )
IntCl H05K3/46(2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 国際特許分類 I P C)

Int Cl H05K3/46

最小限資料以外の資料て調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 午
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 8 午
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 8 午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 8 午

国際調査て使用した電子テ タ ス テ タ ス の名称、調査に使用した用譜

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ • ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X J P 2 0 0 2 - 1 0 0 8 7 5 A - : ) 1, 4
Y 2 0 0 2 . 0 4 . 0 5 , [ 0 0 7 6 ] - [ 0 0 7 8 ] 2, 3

& J P 2002-100870 A & J P 2002-100871 A & J P 2002-100872 A

& J P 2002-100873 A & J P 2002-100874 A & J P 2002-118365 A

& J P 2002-118366 A &JP 2002-118367 A & US 6724638 Bl

& US 2004/160751 Al & US 6876554 Bl & US 2005/157478 Al

& EP 1137332 Al & EP 1139705 Al & EP 1744606 A2

& EP 1771050 Al & WO 01/019148 Al & WO 01/019149 Al

& DE 60031948 T & DE 60031949 T & T W 499823 B

洋 c 欄の続きにも文献か 挙 されて る。 ヴ テ y ト ア に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
ΓA 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 t の、当業者に て自明てある組合 に

ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
rp 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト ア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
0 1 . 0 8 . 2 0 0 1 2 . 0 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 3 S 9 5 2 7

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 黒石 孝志
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 8 9

様式 P C Tノ I S Aノ2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際洞査報告 国際出悼番号 ノ

C (続き) ・ 関連する と沼められる文献
引用文献の 関連する
テ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

& CN 1321410 A & CN 1321411 A

Y J P 2 0 0 3 - 2 8 2 3 3 2 A ( 式会社村田製作 J ) 2, 3

2 0 0 3 . 1 0 . 0 3 , [ 0 0 5 6 ] ( 7 ア な し

Y j p 8 - 1 4 4 0 8 3 A (X 陽誘電株式会 ) 2, 3

1 9 9 6 . 0 6 . 0 4 ( y ア な し)

式 P C T ノ I S A ノ 2 1 0 (第 2 の続き ) ( 2 0 0 7午 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号 ノ

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 (第 1 の の続き

怯第8条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

i ・ r 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をすることを要 しな 対象に係 るものてある。
ま り、

・ ビ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

3・ r 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る ときの意見 第 の の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある とこの国際調査機関は詔、めた。
晴犬CO 範囲 i に係る発明(D共逓 (D 事項は、チノ 部品と、咳チノ 7 部品か埋没 された絶縁層 と、咳絶縁層上CO 電極層 とを有 し、前記

チノ 部品と前記電極層 とか前記絶縁層に形成されたヒ ア導体又はス ホ 導体にょ て電気的に接続 された部品内蔵基板てぁ て、

前記チノ 部品は、内部電極を有する絶縁体 と、咳絶縁体 CO 両端に形成 され、前記内部電極 と接続 された外部電極 とを備 え、前記外部電極

は前 絶縁体 (D端面を覆 瑞面部分 と、咳瑞面部分 ら前記絶縁体 (D側面に延出した縁状 CO 延長部分と らな り、前記延長部分は、少な
とも前記 ヒ ア導体又はス V — ホ— 導体 CO 形成位置にお て平坦化 されて ること 共逓事項 てぁる し しなから、洞査 桔果、上記
共逓事項は特開 2 0 0 2 1 0 0 8 7 5 号公報に開示されて る ら、新規てな ことか明ら とな た 桔果 として、上記共逓事項は先
行技桁 (D城を出な ら、 P C T 規則 1 3 2 第 2 文C 青味にお て、上記共逓事項は特別な技桁的特徴てはな
それ故、晴犬 範囲 1 —8 に係る発明(D全てに共逓CCO事項はな PP CC TT 規則 11 33 22 CO 第 2 文 青味にお て特別な技桁的特徴 と考え

られる他 CO 共逓C 事項は存在しな C て、それら(D相違する発明 間に P C T 規則 1 3 CO 青味における技桁的な関連を見 たすことはてき

な

i ・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・ 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・ 汀 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

請求の範囲 1 - 4

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 と共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。
追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 1 の続葉 2 O O 7 午 4 月
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